
免許法別表第３により上級免許状を取得する場合（幼稚園）

専修 ２種

幼稚園１種
幼稚園
臨時
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3 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6

15 45 40 35 30 25 20 15 10 25 20 15 10

4 4 3 3 3 2 2 1 2 2 1 1

20 18 17 15 13 11 9 7 12 11 9 7

保育内容の指導法 （注６） 10 10 10 8 7 7 7 5 7 7 7 5

教育課程の意義及び編成の方法

教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む）

15 6 5 4 4 3 3 2 2 6 4 3 2

(注４） 小学校の国語、算数、生活、音楽、図画工作、体育のうち１以上の科目について修得します。

(注５） 幼稚園以外の教諭の普通免許状の授与を受けるために修得した教職に関する科目の単位（教育課程及び指導法に関する科目を除く）を使用できます。

(注６） 保育内容の指導法の単位の半数までは、小学校教諭免許状の授与を受けるために修得した各教科の指導法又は特別活動の指導法の単位を使用できます。

(注３） 教科に関する科目、教職に関する科目、教科又は教職に関する科目の合計単位数と最低修得単位数との差は、教科に関する科目、教職に関する科目、教科又は教職に関する科目の中から選択します。

（注１） 免許法施行規則第１１条第１項の表備考第３号の適用条件
①大学に３年以上在学し、かつ、９３単位以上修得 又は ②大学に２年以上及び大学の専攻科に１年以上在学し、かつ、９３単位以上修得

(注２） 基礎資格となる免許状の取得後であれば、在職年数の条件を満たす以前に単位の修得を開始した場合でも、すべての条件が整えば申請できます。
例えば、幼稚園教諭１種免許状を取得するための単位を在職年数１０年目から修得を始め、１１年目に修得終了後、満１２年を経過した時点で申請できます。
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教科又は教職に関する科目

教科に関する科目 （注４）

1

基礎資格となる免許状を取得した後の幼稚園（特別支援学校の幼稚部を含む）
における教員としての勤務成績良好な必要在職年数

基礎資格となる免許状を取得した後の最低修得単位数 （注２）（注３）
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生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目 （注５）
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教職の意義等に関する科目 （注５）

教育の基礎理論に関する科目 （注５）

教育職員免許法
別表第３

１種

幼稚園２種

教育職員免許法施行規則
第１１条第１項の表備考第３号

（注１）
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